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(57)【要約】
【課題】エネルギーの消費を抑制しつつ、閉状態のとき
の蓄光物質を含む表示部の視認性を確保することができ
る開閉体装置を提供すること。
【解決手段】第一空間２と第二空間とを連通する構造物
の開口部を開放あるいは閉塞し、開口部を開放する開状
態において収納部２０に収納される開閉体１０と、開閉
体に配置され、蓄光物質を含む表示部１４と、第一空間
に照射されている光、あるいは第二空間に照射されてい
る光の少なくともいずれか一方によって発電する光発電
装置３１と、光発電装置から供給される電力によって発
光し、収納部に収納された開閉体の表示部を照射する照
明装置３２と、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一空間と第二空間とを連通する構造物の開口部を開放あるいは閉塞し、前記開口部を
開放する開状態において収納部に収納される開閉体と、
　前記開閉体に配置され、蓄光物質を含む表示部と、
　前記第一空間に照射されている光、あるいは前記第二空間に照射されている光の少なく
ともいずれか一方によって発電する光発電装置と、
　前記光発電装置から供給される電力によって発光し、前記収納部に収納された前記開閉
体の前記表示部を照射する照明装置と、
　を備えることを特徴とする開閉体装置。
【請求項２】
　前記照射されている光は、前記構造物内の室内光である
　請求項１に記載の開閉体装置。
【請求項３】
　前記開閉体は、前記開閉体の幅方向の端部が支持されて回動することにより前記開口部
を開放あるいは閉塞する開き戸であって、
　前記表示部は、前記開状態において前記収納部の壁面と互いに対向する前記開閉体の面
である第一面に配置され、
　前記照明装置は、前記開状態において前記第一面の前記表示部を照射する
　請求項１または２に記載の開閉体装置。
【請求項４】
　前記収納部は、前記開口部の周縁に配置され、
　前記開閉体は、前記開状態において、前記収納部内に巻き取られて収納されるものであ
り、
　前記表示部は、前記開状態において巻き取られた前記開閉体の外周側の面に配置され、
　前記照明装置は、前記開状態において前記外周側の面の前記表示部を照射する
　請求項１または２に記載の開閉体装置。
【請求項５】
　前記照明装置は、前記収納部に収納された前記開閉体の前記表示部と互いに対向する発
光面を有する
　請求項１から４のいずれか１項に記載の開閉体装置。
【請求項６】
　前記照明装置が発する光を前記表示部に向けて反射する反射部材を備える
　請求項１から４のいずれか１項に記載の開閉体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、開閉体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、防火戸等の開閉体に非常口表示等の表示部を設ける技術が知られている。例えば
、特許文献１には、表示部の少なくとも一部を蓄光体を用いて形成し、開閉体が出入口部
から出される際に蓄光体に光を照射するように構成した開閉体装置の技術が開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１３３１３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　ここで、従来の開閉体装置においては、構造物の開口部を開放した開閉体を収納部に収
納するものがある。このような開閉体装置では、収納部に収納された状態の開閉体のうち
外部に露出しない部分に蓄光物質を含む表示部が設けられている場合は、開口部を開放す
る開状態のときに光が表示部に当たらず蓄光が不十分となり、開口部を閉塞する閉状態の
ときの表示部の視認性が確保できない虞がある。そこで、開状態のときの表示部に光を照
射するために光源を設けることも考えられるが、エネルギーが消費されることとなる。
【０００５】
　本発明の目的は、エネルギーの消費を抑制しつつ、閉状態のときの蓄光物質を含む表示
部の視認性を確保することができる開閉体装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の開閉体装置は、第一空間と第二空間とを連通する構造物の開口部を開放あるい
は閉塞し、前記開口部を開放する開状態において収納部に収納される開閉体と、前記開閉
体に配置され、蓄光物質を含む表示部と、前記第一空間に照射されている光、あるいは前
記第二空間に照射されている光の少なくともいずれか一方によって発電する光発電装置と
、前記光発電装置から供給される電力によって発光し、前記収納部に収納された前記開閉
体の前記表示部を照射する照明装置と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
　上記開閉体装置では、開状態において収納部に収納された開閉体の表示部を照明装置が
照射して表示部を蓄光することで、閉状態のときの表示部の視認性を確保することができ
る。また、照明装置は、第一空間に照射されている光、あるいは第二空間に照射されてい
る光の少なくともいずれか一方によって発電する光発電装置から供給される電力によって
表示部を照射するものであるため、エネルギーの消費が抑制される。
【０００８】
　上記開閉体装置において、前記照射されている光は、前記構造物内の室内光であること
が好ましい。
【０００９】
　上記開閉体装置では、室内光によって発電する光発電装置とすることで、夜間であって
も表示部を照射することができる。
【００１０】
　上記開閉体装置において、前記開閉体は、前記開閉体の幅方向の端部が支持されて回動
することにより前記開口部を開放あるいは閉塞する開き戸であって、前記表示部は、前記
開状態において前記収納部の壁面と互いに対向する前記開閉体の面である第一面に配置さ
れ、前記照明装置は、前記開状態において前記第一面の前記表示部を照射することが好ま
しい。
【００１１】
　上記開閉体装置では、開状態において収納部に収納されたときに壁面と互いに対向する
第一面の表示部を照射して蓄光することができ、閉状態のときの当該表示部の視認性を確
保することができる。
【００１２】
　上記開閉体装置において、前記収納部は、前記開口部の周縁に配置され、前記開閉体は
、前記開状態において、前記収納部内に巻き取られて収納されるものであり、前記表示部
は、前記開状態において巻き取られた前記開閉体の外周側の面に配置され、前記照明装置
は、前記開状態において前記外周側の面の前記表示部を照射することが好ましい。
【００１３】
　上記開閉体装置では、収納部内に巻き取られた開閉体の外周側の面の表示部を照射して
蓄光することができ、閉状態のときの当該表示部の視認性を確保することができる。
【００１４】
　上記開閉体装置において、前記照明装置は、前記収納部に収納された前記開閉体の前記
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表示部と互いに対向する発光面を有することが好ましい。
【００１５】
　上記開閉体装置では、表示部と対向する発光面が光を照射することで、表示部の蓄光状
態に偏りが生じることを抑制することができる。
【００１６】
　上記開閉体装置において、前記照明装置が発する光を前記表示部に向けて反射する反射
部材を備えることが好ましい。
【００１７】
　上記開閉体装置では、照明装置の光を反射部材によって表示部に向けて反射することで
、表示部の受光量を増加させることができ、閉状態のときの表示部の視認性を確保するこ
とができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係る開閉体装置は、エネルギーの消費を抑制しつつ、閉状態のときの蓄光物質
を含む表示部の視認性を確保することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、第１実施形態に係る開閉体装置の配置の一例を示す図である。
【図２】図２は、実施形態に係る開閉体装置の開状態における上下方向の要部断面を示す
図である。
【図３】図３は、第１実施形態の第１変形例を示す図である。
【図４】図４は、第１実施形態の第２変形例を示す図である。
【図５】図５は、第２実施形態に係る開閉体装置の概略構成を示す図である。
【図６】図６は、第２実施形態に係る開閉体装置の開閉方向の要部断面を示す図である。
【図７】図７は、第２実施形態の変形例を示す図である。
【図８】図８は、第２実施形態の変形例に係る開閉体装置の閉塞動作を示す図である。
【図９】図９は、従来の開閉体装置に表示部を設けた場合の問題点の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下に、本発明の実施形態に係る開閉体装置につき図面を参照しつつ詳細に説明する。
なお、この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。また、下記の実施形態に
おける構成要素には、当業者が容易に想定できるものあるいは実質的に同一のものが含ま
れる。
【００２１】
〔第１実施形態〕
　図１および図２を参照して、第１実施形態について説明する。本実施形態は、開閉体装
置に関する。図１は、第１実施形態に係る開閉体装置１－１の配置の一例を示す図、図２
は、第１実施形態に係る開閉体装置１－１の開状態における上下方向の要部断面を示す図
である。
【００２２】
　図１および図２に示すように、開閉体装置１－１は、開閉体１０、収納部２０および照
明システム３０を備える。開閉体１０は、ビル、家屋、倉庫等の建築物を含む構造物Ｓに
形成された開口部４を開放あるいは閉塞するものである。図１に示すように、構造物Ｓに
は、第一空間２と第二空間３とを連通する矩形の開口部４が形成されている。開口部４は
、構造物Ｓ内の空間と構造物Ｓの外部の空間とを連通するものであっても、本実施形態の
ように構造物Ｓの内部の二つの室内空間２，３を連通するものであってもよい。通路５は
、第一空間２と第二空間３とにわたって形成されるものであり、非常時には避難通路とな
る。
【００２３】
　図１には、第一空間２側から見た開閉体装置１－１が示されている。開閉体１０は、平
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常時には開口部４を開放する開状態とされるものであり、自動あるいは手動で開口部４を
随時閉塞することができる随時閉鎖式の防火戸である。開閉体装置１－１は、自動的に開
閉体１０によって開口部４を閉塞する自動閉塞機構を有しており、煙や熱を感知した場合
にこの自動閉塞機構が作動して開口部４を閉塞することができる。
【００２４】
　開閉体１０は、第一開閉体１１および第二開閉体１２を有する。第一開閉体１１および
第二開閉体１２は、それぞれ矩形の開き戸であり、本実施形態では開閉体１０は両開き戸
となっている。
【００２５】
　収納部２０は、開閉体１０が開口部４を開放する開状態のときに開閉体１０が収納され
るものである。収納部２０は、第一収納部２１および第二収納部２２を有する。第一収納
部２１および第二収納部２２は、それぞれ構造物Ｓの壁部に形成された矩形の窪みである
。なお、収納部２０は、壁部に窪みとして形成されるものには限定されない。例えば、収
納部２０は、壁面に固定されるドア枠の窪み部分等であってもよい。第一収納部２１は、
通路５を挟んだ幅方向の一方側の壁部６Ａに形成されており、第二収納部２２は、通路５
を挟んだ幅方向の他方側の壁部６Ｂに形成されている。
【００２６】
　第一収納部２１は、第二空間３側の端部において開口部４と接続されている。第一開閉
体１１の幅方向の端部は、第一収納部２１と開口部４との接続部において上下方向に延在
する回転軸によって軸支されている。これにより、第一開閉体１１は、第一収納部２１に
収納される回転位置から開口部４を閉塞する回転位置まで軸支されつつ自在に回動するこ
とができる。第一開閉体１１の開閉方向は、図１に示すように、第一収納部２１と開口部
４との接続部において軸支されて回動する回転方向である。第一開閉体１１は、この開閉
方向に移動することによって、開口部４を開放あるいは閉塞することができる。図１には
、開口部４を閉塞する閉状態の第一開閉体１１が示されている。
【００２７】
　第二収納部２２は、第二空間３側の端部において開口部４と接続されている。第二開閉
体１２の幅方向の端部は、第二収納部２２と開口部４との接続部において上下方向に延在
する回転軸によって軸支されており、第二収納部２２に収納される回転位置から開口部４
を閉塞する回転位置まで軸支されつつ自在に回動することができる。第二開閉体１２の開
閉方向は、図１に示すように、第二収納部２２と開口部４との接続部において軸支されて
回動する回転方向である。第二開閉体１２は、この開閉方向に移動することによって、開
口部４を開放あるいは閉塞することができる。図１には、第二収納部２２に収納されて開
口部４を開放する開状態の第二開閉体１２が示されている。
【００２８】
　本明細書では、開閉体１０の開閉方向において開口部４を閉塞する側に向けて回動する
移動方向を閉側の移動方向と記載し、収納部２０に収納される側に向けて回動する移動方
向を開側の移動方向と記載する。
【００２９】
　以下、第一開閉体１１および第一収納部２１を例に開閉体１０、収納部２０および照明
システム３０について詳細を説明する。なお、第二開閉体１２および第二収納部２２の構
成は、第一開閉体１１および第一収納部２１の構成と同様とすることができる。
【００３０】
　図１に示すように、第一収納部２１は、所定壁面２３を有する。所定壁面２３は、第一
空間２を形成している。第一面１１Ａは、第一開閉体１１が開口部４を閉塞している閉状
態で第一開閉体１１における第一空間２側に位置して第一空間２を形成する面である。第
二面１１Ｂ（図２参照）は、第一開閉体１１における第一面１１Ａと反対側の面である。
第二面１１Ｂは、第一開閉体１１の閉状態において第二空間３を形成する面である。
【００３１】
　図２に示すように、第一面１１Ａは、開状態において第一開閉体１１が第一収納部２１
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に収納されると所定壁面２３と互いに対向する。図２には、開状態における第一開閉体１
１および第一収納部２１の一断面が示されている。
【００３２】
　収納部２０は、ドア枠２５を有する。ドア枠２５は、収納部２０に収納される開閉体１
０の周囲を囲む。ドア枠２５は、断面Ｃ字形状の中空の部材であり、外周側、すなわち収
納された開閉体１０に対向する側と反対側が開口している。ドア枠２５は、第一空間２を
形成する板部、所定壁面２３と対向する板部を有する。また、ドア枠２５の内周面２７は
、開閉体１０の外周面１５と所定の距離を空けて互いに対向している。開閉体１０の厚み
方向である開閉方向におけるドア枠２５の幅は、開状態においてドア枠２５の内周面２７
によって囲まれた空間に開閉体１０を収納できる大きさとされている。
【００３３】
　このように、開閉体１０は、開状態において、外周面１５がドア枠２５の内周面２７と
互いに対向し、かつ第一面１１Ａが所定壁面２３と互いに対向するように収納部２０に収
納される。言い換えると、開状態の開閉体１０は、ドア枠２５の内周面２７と所定壁面２
３とで形成される凹部に挿入した状態とされる。
【００３４】
　図１に戻り、所定壁面２３に配置されたレリーズ２４、および第一開閉体１１の第一面
１１Ａに配置されたフック１３は、自動閉塞機構としての機能を有する。平常時にはレリ
ーズ２４の保持装置によってフック１３が保持される。ここで、第一開閉体１１は、自重
によって開閉方向の閉側に移動する自閉力が作用するように支持されている。
【００３５】
　第一開閉体１１は、例えば、傾斜した支持軸で軸支されることで自閉力を発生させてい
る。第一開閉体１１の支持軸は、上端が下端よりも第二収納部２２側に位置する傾斜を有
している。これにより、第一開閉体１１に作用する重力は、第一開閉体１１を開閉方向の
閉側に回動させる自閉力として作用する。従って、第一開閉体１１は、フック１３が解放
されると、自動的に開閉方向の閉側に回動して開口部４を閉塞することができる。
【００３６】
　開閉体装置１－１は、センサが煙や熱を感知すると、通常時は通電により電気的にフッ
ク１３を拘束しているレリーズ２４の保持装置に対する通電を停止してフック１３を解放
することで、または、通常時は通電されずにフック１３を機械的に拘束しているレリーズ
２４の保持装置に対し通電することにより拘束を解除してフック１３を解放することで、
自動的に開口部４を閉塞する。第二開閉体１２の動作も同様である。第一開閉体１１およ
び第二開閉体１２がそれぞれ開口部４を閉塞することで、開口部４の全面が閉塞され、開
口部４が閉鎖される。レリーズ２４の保持装置を手動により解除して第一開閉体１１およ
び第二開閉体１２を閉状態とすることも可能である。
【００３７】
　第一開閉体１１の第一面１１Ａは、蓄光物質を含む蓄光式の表示部１４を有する。表示
部１４は、蓄光材を含有した塗料を第一開閉体１１に塗布することで設けてもよいし、蓄
光材を含有したフィルムを第一開閉体１１に接着するようにしてもよい。蓄光材は、外部
から光を蓄え発光する周知の物質であり、例えば硫化亜鉛（ZnS系)やアルミン酸ストロン
チウム（SrAl2O4系）等によって構成される。蓄光材は、本実施形態の好ましい一例につ
いて詳細に説明すれば、アルカリ土類アルミン酸塩を母体結晶とし、ユウロピウム（Ｅｕ
）を賦活剤として、デスプロシウム（Ｄｙ）又はネジウム（Ｎｄ）を賦活助剤とした酸化
物系蓄光材と、ＣａＳ：Ｂｉ（紫青色発光）、ＣａＳｒＳ：Ｂｉ（青色発光）、ＺｎＳ：
Ｃｕ（緑色発光）、ＺｎＣｄＳ：Ｃｕ（黄色～橙色発光）等の硫化物蛍光体からなる硫化
物系蓄光材とを粉末化（一般的には２０μｍ～５０μｍ）し、適宜に混合したものである
。
【００３８】
　表示部１４は、開閉体１０における視認しやすい位置に配置されることが好ましい。表
示部１４は、例えば、開閉体１０の上部に配置することができる。一例として、表示部１
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４が開閉体１０の最上部に配置されてもよい。また、表示部１４は、開閉体１０の戸先側
に配置されてもよい。言い換えると、表示部１４は、閉状態において開口部４の幅方向の
中央寄りとなる位置に配置されることができる。なお、表示部１４は、開閉体１０の第一
面１１Ａだけでなく第二面１１Ｂに配置されてもよい。
【００３９】
　表示部１４は、開閉体１０の使用目的等を示す文字（例えば「非常口」や「避難口」、
「ＥＸＩＴ」等）や図柄、開閉体１０の開放方法を示す文字（例えば「引く」や「ＰＵＬ
Ｌ」等）や図柄とされる。表示部１４は、予め蓄えた光によって発光することができるた
め、非常時に停電等によって室内照明が消灯したような場合であっても、避難者等によっ
て視認可能である。すなわち、蓄光式の表示部１４は、電力の供給を必要とせずに発光す
ることができ、照明が無くても視認可能であるため、非常時の表示手段として優れている
。
【００４０】
　ここで、開閉体１０の開状態では、表示部１４に十分に光を蓄光することが困難であり
、図９は、従来の開閉体装置１００に表示部１４を設けた場合に蓄光することが困難であ
ることを示す説明図である。開状態において第一空間２を形成する第二面１１０Ｂには光
が当たるものの、裏面側である第一面１１０Ａには光が届きにくい。従来の開閉体装置１
００では、ドア枠１２５の下面と開閉体１１０の上面との間隔Ｇ１が小さいなど、ドア枠
１２５と開閉体１１０の外周面との間隔が狭いことから、第一空間２の光が隙間１２６ま
で届きにくい。また、第一空間２の光が隙間１２６に届いたとしても、その光は所定壁面
１２３に当たるだけで第一面１１０Ａには当たりにくい。このため、第一面１１０Ａに表
示部１４を設けたとしても、表示部１４に光を蓄光することが困難である。
【００４１】
　本実施形態の開閉体装置１－１は、表示部１４に光を照射する照明システム３０を備え
る。これにより、開状態において表示部１４の蓄光を促進することができ、閉状態とされ
たときの表示部１４の視認性を確保することができる。
【００４２】
　照明システム３０は、光発電装置３１、照明装置３２および電源ケーブル３３を有する
。光発電装置３１は、光エネルギーを電力に変換して出力するものである。光発電装置３
１は、受光部３１Ａを有する。照明装置３２は、受光部３１Ａに当たった光を太陽電池等
によって電力に変換する。光発電装置３１は、開閉体１０よりも上方のドア枠２５に配置
されている。光発電装置３１は、ドア枠２５における第一空間２側に配置されており、光
発電装置３１の受光部３１Ａが第一空間２を形成している。
【００４３】
　つまり、光発電装置３１は、第一空間２に照射されている光、本実施形態では第一空間
２の室内光を受光してその光によって発電するものである。なお、窓等を介して構造物Ｓ
の外部の光が受光部３１Ａに当たる場合があってもよい。光発電装置３１が室内光によっ
て発電することから、夜間であっても照明装置３２によって表示部１４を照射することが
できる。なお、光発電装置３１は、第一空間２に照射されている光によって発電するもの
には限定されない。光発電装置３１は、第一空間２に照射されている光、あるいは第二空
間３に照射されている光の少なくともいずれか一方によって発電するものであればよい。
【００４４】
　照明装置３２は、光発電装置３１から供給される電力によって発光して収納部２０に収
納された開閉体１０の表示部を照射するものである。照明装置３２は、電源ケーブル３３
を介して光発電装置３１と接続されており、光発電装置３１から電力の供給を受ける。照
明装置３２は、開閉体１０よりも上方のドア枠２５の内部に配置されている。照明装置３
２は、ＬＥＤ等の光源３２Ａおよびリフレクタ３２Ｂを有する。光源３２Ａは、光発電装
置３１から供給される電力を消費して発光する。リフレクタ３２Ｂは、光源３２Ａが発す
る光を反射するものである。光源３２Ａは、リフレクタ３２Ｂ内に配置されている。リフ
レクタ３２Ｂは、中空の半球形状をなしており、内面である凹面が、開状態における開閉
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体１０の外周面１５と対向する。
【００４５】
　光源３２Ａが発する光、および光源３２Ａが発してリフレクタ３２Ｂによって反射され
た光は、ドア枠２５に形成された貫通孔２５Ａを介して開閉体１０および所定壁面２３に
向けて照射される。貫通孔２５Ａは、ドア枠２５における開状態の開閉体１０の外周面１
５と対向する板部、すなわちドア枠２５における内周面２７を形成する板部に形成されて
いる。本実施形態では、開閉体１０の上方に照明装置３２が配置されていることから、ド
ア枠２５における開状態の開閉体１０の上面と対向する板部に貫通孔２５Ａが形成されて
いる。
【００４６】
　光源３２Ａによって収納部２０内が照らされることで、表示部１４の蓄光が促進される
。光源３２Ａが照射する光の一部は、開閉体１０の第一面１１Ａと所定壁面２３との隙間
２６に入り、表示部１４に届く。例えば、光源３２Ａが照射する光は、直接光としてある
いは所定壁面２３によって反射された反射光として表示部１４を照射する。これにより、
照明システム３０が設けられない場合よりも表示部１４の受光量が増加することで、開閉
体１０が開口部４を閉塞して第一面１１Ａが第一空間２を形成する状態となったときの表
示部１４の視認性を確保することができる。また、光源３２Ａは、光発電装置３１が第一
空間２に照射されている光によって発電した電力によって発光するものである。このため
、商用電源等から電力の供給を受ける場合とは異なり、光源３２Ａは実質的にエネルギー
を消費することなく表示部１４を照射することができる。つまり、本実施形態によれば、
表示部１４を照射するためのエネルギー消費に関するランニングコストを抑制しつつ閉状
態における表示部１４の視認性を確保することができる。
【００４７】
　照明システム３０は、光源３２Ａに供給する電力として、以下の少なくともいずれか１
つの電源の電力を補助的に用いてもよい。
（１）野外や室外等に設置された発電装置。
（２）商用電源。
（３）電池。
（４）その他の公知の電源。
　なお、エネルギー消費抑制のためには、これらの補助電源から供給する電力量は、光発
電装置３１から供給する電力量よりも少ないことが好ましい。
【００４８】
　本実施形態の開閉体装置１－１は、更に、照明装置３２が発する光を表示部１４に向け
て反射する反射部材４０を備えている。反射部材４０は、光を反射する部材であり、所定
壁面２３に配置されている。反射部材４０は、例えば、板状あるいは膜状の部材であり、
所定壁面２３および表示部１４と平行に配置されている。反射部材４０は、表示部１４と
互いに対向する位置に配置されている。反射部材４０は、照明装置３２が照射して反射部
材４０で反射された反射光が表示部１４の少なくとも一部に当たるように配置されること
が望ましく、反射部材４０で反射された反射光が表示部１４の全面に当たるように配置さ
れることが好ましい。
【００４９】
　照明装置３２の光が反射部材４０によって表示部１４に向けて反射されることで、開状
態における表示部１４の受光量が増加する。これにより、閉状態となったときの表示部１
４の視認性が向上する。反射部材４０は、隙間２６における光が届きにくい奥部まで照明
装置３２の光を届かせることができる。例えば、ドア枠２５における上部に照明装置３２
が配置されている場合、反射部材４０は、反射部材４０が設けられない場合よりも下方ま
で照明装置３２の光を届かせることができる。これにより、高さ方向の位置によって表示
部１４の受光量にばらつきが出ることを抑制することができる。その結果、表示部１４の
視認性を高めることができる。
【００５０】
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　また、本実施形態では、開閉体１１の第一面１１Ａと所定壁面２３との隙間２６が拡大
されることで表示部１４の蓄光が促進される。図２に示すように、第一面１１Ａと所定壁
面２３との間隔Ｇ２が拡大されており、第一面１１Ａと反射部材４０との間に大きな隙間
２６が確保されている。これにより、照明装置３２の光が隙間２６に入りやすくなり、表
示部１４の受光量を増加させることが可能となる。第一面１１Ａと所定壁面２３との間隔
Ｇ２は、例えば、開閉体１０の厚さｔよりも大きくされる。
【００５１】
　なお、照明装置３２の配置に応じて、隙間２６における一部の領域の間隔Ｇ２を隙間２
６における他の部分の間隔Ｇ２よりも拡大するようにしてもよい。例えば、本実施形態の
ように開閉体１０の上方に照明装置３２が配置される場合、隙間２６における上部の間隔
Ｇ２を隙間２６における下部の間隔Ｇ２よりも拡大するようにしてもよい。一例として、
隙間２６において表示部１４が配置されている領域を含む上部領域の間隔Ｇ２を隙間２６
における表示部１４よりも下方の領域の間隔Ｇ２よりも拡大するようにしてもよい。なお
、間隔Ｇ２を拡大する方法としては、例えば、壁部６Ａや壁部６Ｂを奥側に後退させるよ
うに形成すればよい。
【００５２】
　本実施形態では、開閉体１０の上方に照明装置３２が配置されたが、これには限定され
ない。照明装置３２は、開閉体１０の側方に配置されてもよい。例えば、照明装置３２は
、開閉体の戸先側や吊り元側に配置されてもよい。また、照明装置３２は、開閉体１０の
下方に配置されてもよい。照明装置３２の位置は、表示部１４に適切に受光させることが
できるように、例えば、開閉体１０における表示部１４の配置に応じて定められる。また
、配置される照明装置３２の数は、一つには限らず、複数の照明装置３２が設けられても
よい。複数の照明装置３２を配置する場合、開閉体１０の一辺に複数の照明装置３２を配
置することや、開閉体１０の複数の辺に照明装置３２を配置することが可能である。例え
ば、開閉体１０の上方と戸先側のそれぞれに照明装置３２が配置されてもよい。
【００５３】
　また、照明装置３２は、ドア枠２５に配置されることには限定されない。照明装置３２
は、開閉体１０や反射部材４０に対して光を照射することができるように収納部２０内に
適宜配置されればよい。
【００５４】
　本実施形態の開閉体１０は、両開きの開き戸であったが、これに限定されるものではな
い。開閉体１０は、片開きの開き戸であってもよい。また、開閉体１０は、収納部として
の戸袋に収納されるスライド式の引き戸であってもよい。
【００５５】
　なお、開閉体１０は、防火戸としての機能を有するものには限定されない。本実施形態
は、開口部４を開放あるいは閉塞する開閉体であって、通常は収納部に収納され、随時開
口部４を閉塞する防火戸以外のものに対しても広く適用可能である。
【００５６】
〔第１実施形態の第１変形例〕
　第１実施形態の第１変形例について説明する。本変形例では、所定壁面２３に照明装置
３４が配置される点が上記第１実施形態と異なる。図３は、本変形例に係る開閉体装置の
開状態における上下方向の要部断面を示す図である。
【００５７】
　図３に示すように、本変形例の照明装置３４は、所定壁面２３に設けられている。照明
装置３４のリフレクタ３４Ｂは、所定壁面２３に形成された凹部に配置されている。光源
３４Ａは、リフレクタ３４Ｂの内部に配置されている。照明装置３４は、開閉体１０の開
状態において表示部１４と互いに対向する位置に配置されている。光発電装置３１は、上
記第１実施形態と同様にドア枠２５に配置されている。本変形例では、反射装置４０は設
けられていない。
【００５８】
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　照明装置３４が発する光は、開閉体１０の開状態において表示部１４に照射される。本
変形例によれば、照明装置３４が発する光の多くを表示部１４に受光させることができる
。よって、本変形例によれば、開閉体１０が開口部４を閉塞する閉状態における表示部１
４の視認性を向上させることができる。
【００５９】
　なお、照明装置３４の配置は、所定壁面２３に埋め込む方法には限定されない。照明装
置３４は、表示部１４に対して直接光を照射できるように配置されていればよい。
【００６０】
〔第１実施形態の第２変形例〕
　第１実施形態の第２変形例について説明する。本変形例は、照明装置が表示部１４と互
いに対向する発光面を有する点が上記第１実施形態と異なる。図４は、本変形例に係る開
閉体装置の開状態における上下方向の要部断面を示す図である。
【００６１】
　図４に示すように、本変形例の照明装置３５は、面状照明装置であり、発光面３５Ａの
全面から光を照射することができる。照明装置３５は、例えば、有機ＥＬ素子等による面
状光源を備えるものであってもよく、ＬＥＤ等の光源の光を発光面３５Ａから出射するも
のであってもよい。光発電装置３１は、上記第１実施形態と同様にドア枠２５に配置され
ている。本変形例では、上記第１実施形態の第１変形例と同様に反射装置４０は設けられ
ていない。
【００６２】
　照明装置３５は、開閉体１０の開状態で発光面３５Ａが表示部１４と互いに対向するよ
うに配置されている。照明装置３５の発光面３５Ａの形状および面積は、表示部１４に対
して偏り無く光を照射できるものであることが好ましい。発光面３５Ａの形状および面積
は、例えば、表示部１４の形状および面積に応じて定めることができる。例えば、発光面
３５Ａの形状は、表示部１４と同形状とすることができる。また、発光面３５Ａの面積は
、表示部１４と同面積とされてもよい。本変形例によれば、面状照明装置の光を直接表示
部１４に照射することで、表示部１４の蓄光状態に偏りが生じることを抑制しやすくなる
。よって、本変形例によれば、表示部１４の視認性を向上させることができる。
【００６３】
　面状照明装置は、第一面１１Ａと所定壁面２３との間隔Ｇ２が大きくなくても配置可能
なものであり、かつ表示部１４に対して均一に光を当てることが可能である。よって、本
変形例の照明システム３０は、表示部１４と共に既存の防火戸に対して適用する場合にも
好適である。
【００６４】
〔第２実施形態〕
　図５および図６を参照して、第２実施形態について説明する。第２実施形態については
、上記実施形態で説明したものと同様の機能を有する構成要素には同一の符号を付して重
複する説明は省略する。本実施形態の開閉体装置１－２は、開閉体としてシャッターカー
テンを備える点が上記第１実施形態と異なる。図５は、本実施形態に係る開閉体装置１－
２の概略構成を示す図、図６は、本実施形態に係る開閉体装置１－２の開閉方向の要部断
面を示す図である。図６には、図５のI－I断面が示されている。
【００６５】
　図５に示すように、開閉体装置１－２は、シャッターカーテン５０を備える。シャッタ
ーカーテン５０は、開閉体であり、開閉方向に移動することにより開口部６０を開放ある
いは閉塞するものである。図６に示すように、開口部６０は、構造物Ｓに形成された開口
部であり、第一空間６１と第二空間６２とを連通している。図５に示すように、開口部６
０は、開閉方向である高さ方向において、床６３から天井部材６４まで形成されている。
また、開口部６０は、幅方向において、一方の壁部６５から他方の壁部６６まで形成され
ている。
【００６６】
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　本実施形態では、開方向が上方向、閉方向が下方向である。シャッターカーテン５０は
、複数のスラット５１を開閉方向に連接して形成されたスラット連接体である。各スラッ
ト５１は、開閉方向の両端部にそれぞれ連接部を有している。隣接するスラット５１，５
１の一方のスラット５１と他方のスラット５１とは、連接部によって互いに連結されてい
る。連接部は、例えば、断面渦状の形状を有するものであり、連接部の軸線を回転中心と
して隣接するスラット５１，５１が相対回転することを許容する。
【００６７】
　シャッターカーテン５０における閉方向の端部には、座板５２が配置されている。座板
５２は、シャッターカーテン５０における最も閉方向側に配置されたスラット５１と連結
されている。
【００６８】
　開閉体装置１－２は、開口部６０を開放あるいは閉塞する開閉体として、シャッターカ
ーテン５０に加えて袖扉７０を備える。袖扉７０は、開口部６０における幅方向の一端側
である壁部６５側に配置されている。袖扉７０は、壁部６５に設けられた回転軸によって
支持されて図５に示す回動方向に回動することができる。袖扉７０は、回動方向に回動す
ることによって開口部６０を開放あるいは閉塞することができる。袖扉７０は、開口部６
０を開放する開状態において、収納部に収納される。袖扉７０の収納部は、例えば、第二
空間６２側に形成される。
【００６９】
　袖扉７０には、くぐり戸７１が設けられている。くぐり戸７１は、袖扉７０の下部に形
成された開口部を開放あるいは閉塞する開き戸である。くぐり戸７１は、袖扉７０の回動
方向と共通の回動方向に回動することができる。くぐり戸７１は、蓄光物質を含む表示部
７２を有する。表示部７２は、くぐり戸７１において閉状態で第一空間６１を形成する面
および第二空間６２を形成する面にそれぞれ設けられている。
【００７０】
　開口部６０には、一対のガイドレール５３Ａ，５３Ｂが設けられている。一方のガイド
レール５３Ａは、袖扉７０を挟んで幅方向において壁部６５と対向する位置に配置され、
他方のガイドレール５３Ｂは、壁部６６に形成された凹部に配置されている。シャッター
カーテン５０は、幅方向の両端部をそれぞれガイドレール５３の開口部によって案内され
て開閉方向に移動することができる。
【００７１】
　図６に示すように、開閉体装置１－２は、収納部８０を有する。シャッターカーテン５
０は、開口部６０を開放する開状態において収納部８０内に巻き取られて収納される。収
納部８０は、開口部６０の周縁に配置されるものである。本実施形態では、収納部８０が
開口部６０の上部の周縁部、すなわち開口部６０における開方向の周縁部に配置されてい
る。具体的には、収納部８０は、天井部材６４の上方に配置されている。
【００７２】
　収納部８０は、収納部本体としてのケース８１と、巻取り軸８２とを有する。ケース８
１は、壁部材６７の壁面６７Ａと共に収納空間８３を形成している。壁面６７Ａは、開閉
方向に移動するシャッターカーテン５０と平行な壁面であって、天井部材６４から開方向
に向けて延在している。ケース８１は、巻取り軸８２を挟んで壁面６７Ａと対向する板部
８１Ａと、板部８１Ａから壁面６７Ａに向けて延在する板部８１Ｂ，８１Ｃを有する。板
部８１Ｂ，８１Ｃは、巻取り軸８２を挟んで開閉方向において互いに対向している。つま
り、収納空間８３は、開口部６０を閉塞するシャッターカーテン５０の厚さ方向において
、板部８１Ａと壁面６７Ａとに挟まれており、開閉方向において板部８１Ｂと板部８１Ｃ
とに挟まれている。また、ケース８１は、幅方向の両端部においてそれぞれ閉塞されてい
る。
【００７３】
　ケース８１は、開口部８１Ｄを有している。巻取り軸８２に対して閉方向に位置する板
部８１Ｃには、一対のまぐさ８１Ｅ，８１Ｆが形成されている。まぐさ８１Ｅ，８１Ｆは
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、厚さ方向において所定の間隔をあけて互いに対向して開口部８１Ｄを形成している。開
口部８１Ｄは、ケース８１内の収納空間８３と、天井部材６４よりも閉方向側の空間であ
る室内空間６１，６２とを連通している。
【００７４】
　巻取り軸８２は、円筒形状の部材であり、外周面にシャッターカーテン５０を巻き取る
ことができる。収納部８０は、巻取り軸８２の回転を制御することでシャッターカーテン
５０の巻き取りあるいは繰り出しを行う図示しない開閉機を備えている。開閉機は、開口
部６０を開放する場合、巻取り軸８２を巻き取り方向に回転させる。巻き取り方向は、図
６に矢印Ｙ１で示す回転方向である。矢印Ｙ２は、巻き取り方向Ｙ１とは反対の回転方向
である繰り出し方向を示す。巻取り軸８２が巻き取り方向Ｙ１に回転してシャッターカー
テン５０を巻き取ることで、シャッターカーテン５０が開方向に移動して開口部６０を開
放する。
【００７５】
　開閉機は、巻取り軸８２の回転を規制するブレーキを有している。開閉機は、ブレーキ
によって巻取り軸８２の回転を規制することにより、シャッターカーテン５０を開閉方向
の任意の位置で停止させることができる。すなわち、開閉機は、シャッターカーテン５０
の座板５２が最も閉側に位置する閉状態から、座板５２が最も開側に位置する全開状態ま
で、シャッターカーテン５０が開口部６０を開放する度合いを任意に調節することができ
る。
【００７６】
　シャッターカーテン５０は、開閉機のブレーキが解除されているときに自重によって閉
方向に移動できるだけの質量を有している。従って、開閉機は、ブレーキを解除して自重
によってシャッターカーテン５０を閉方向に移動させることも、巻取り軸８２を回転駆動
することによってシャッターカーテン５０を閉方向に移動させることも可能である。
【００７７】
　本実施形態のシャッターカーテン５０および袖扉７０は、火災時等の非常時に開口部６
０を閉塞する防火戸として機能することができる。開閉体装置１－２は、シャッターカー
テン５０および袖扉７０を統合制御する制御装置を備えている。制御装置は、煙や熱を感
知した場合など、非常時にはシャッターカーテン５０および袖扉７０によって開口部６０
を閉塞する。袖扉７０の自動閉塞機構は、上記第１実施形態の自動閉塞機構と同様のもの
とすることができる。
【００７８】
　シャッターカーテン５０は、閉状態において第一空間６１を形成する面である第一面５
０Ａが外周側に位置するように巻取り軸８２に巻き取られる。言い換えると、シャッター
カーテン５０は、第一面５０Ａが巻取り軸８２の径方向外側を向き、閉状態において第二
空間６２を形成する面である第二面５０Ｂが巻取り軸８２の径方向内側を向くように巻取
り軸８２に巻き取られる。
【００７９】
　シャッターカーテン５０の第一面５０Ａには、蓄光物質を含む表示部５４が設けられて
いる。表示部５４は、蓄光材を含有した塗料をシャッターカーテン５０に塗布することで
設けてもよいし、蓄光材を含有したフィルムをシャッターカーテン５０に接着するように
してもよい。表示部５４は、例えば、シャッターカーテン５０の有無を視認できるように
するためのものである。すなわち、表示部５４の形状や配置は、シャッターカーテン５０
が開口部６０を閉塞しているか否かを避難者等が視認しやすいものとすることが好ましい
。表示部５４が発光することで、非常時に停電や暗がりであっても、シャッターカーテン
５０の開閉状態等が視覚的に理解できるようになる。なお、表示部５４は、第一面５０Ａ
だけでなく第二面５０Ｂに配置されてもよい。
【００８０】
　表示部５４は、例えば、第一面５０Ａにおいて幅方向の一端から他端まで設けるように
してもよい。このようにすれば、シャッターカーテン５０の有無を視認することが容易と
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なる。また、表示部５４は、第一面５０Ａにおいて少なくとも閉方向の端部の領域を含む
ように設けてもよい。このようにすれば、シャッターカーテン５０が開口部６０を閉塞し
ているか否かを視認しやすくなる。また、閉方向の端部の領域を含むように表示部５４が
設けられていれば、図６に矢印Ｙ３で示すようにシャッターカーテン５０が閉方向に移動
するときに、シャッターカーテン５０が現在どの位置まで移動しているかを視認しやすく
なる。
【００８１】
　ここで、シャッターカーテン５０は開口部６０を開放する開状態において収納部８０に
収納されるものであるため、表示部５４に十分に蓄光できない虞がある。図６に示すよう
に、シャッターカーテン５０は、開状態において巻取り軸８２に巻き取られて収納部８０
の収納空間８３内に収納される。収納空間８３と室内空間６１，６２とを連通している開
口部８１Ｄには、座板５２が位置して光を遮る形となり、収納空間８３には光が届きにく
い。このため、開状態において表示部５４が十分に受光することができない可能性がある
。
【００８２】
　本実施形態の開閉体装置１－２は、照明システム９０を備えている。照明システム９０
は、光発電装置９１、照明装置９２および電源ケーブル９３を有する。光発電装置９１は
、光エネルギーを電力に変換して出力するものである。光発電装置９１は、天井部材６４
における閉方向を向いた面、すなわち下側の面に配置されている。光発電装置９１は、受
光部９１Ａが閉方向を向くように天井部材６４に取り付けられている。光発電装置９１は
、第二空間６２の室内光によって発電する。
【００８３】
　照明装置９２は、巻取り軸８２に巻き取られたシャッターカーテン５０における外周側
の面の表示部５４を照射するものである。照明装置９２は、ＬＥＤ等の複数の光源９４（
９４Ａ，９４Ｂ，９４Ｃ，９４Ｄ）を有する。光源９４Ａ，９４Ｂ，９４Ｃは、ケース８
１の板部８１Ａ，８１Ｂ，８１Ｃの内壁面にそれぞれ配置されている。また、光源９４Ｄ
は、ケース８１における壁面６７Ａの近傍に配置されている。各光源９４と光発電装置９
１とは、電源ケーブル９３によって接続されている。各光源９４は、光発電装置９１から
供給される電力によって発光し、巻取り軸８２に巻き取られたシャッターカーテン５０の
第一面５０Ａに光を照射する。各光源９４は、例えば、点光源であっても、シャッターカ
ーテン５０の幅方向に延在する線光源であってもよい。
【００８４】
　ここで、第一面５０Ａには、表示部５４が設けられていることから、各光源９４が照射
する光は、表示部５４が受光することとなる。つまり、各光源９４は、シャッターカーテ
ン５０における第一面５０Ａの表示部５４を照射する。従って、本実施形態によれば、表
示部５４が照明装置９２の発する光を受光して適度に蓄光することができる。開状態にお
いて表示部５４が予め蓄光しておくことで、非常時等にシャッターカーテン５０が開口部
６０を閉塞したときの表示部５４の視認性を向上させることができる。
【００８５】
　また、本実施形態の表示部５４は、シャッターカーテン５０における閉方向の端部の領
域を含む領域に表示部５４が設けられている。よって、表示部５４は、シャッターカーテ
ン５０が最も開方向まで巻き取られた全開状態であっても、巻き取られたシャッターカー
テン５０の最外周に露出した状態となる。従って、本実施形態によれば、表示部５４にお
ける広い領域、特に閉方向の端部側の領域が照明装置９２の発する光を受光して適度に蓄
光することができる。
【００８６】
　表示部５４において、全開状態で最外周に露出していない領域があるとしても、その領
域は、シャッターカーテン５０が収納部８０から繰り出されるときに照明装置９２の光を
受光して蓄光することができる。シャッターカーテン５０が繰り出されるときに、それま
で受光していなかった領域は、各光源９４によってそれぞれ照射されて蓄光することがで
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きる。つまり、表示部５４は、開口部８１Ｄを介して第一空間６１に向けて繰り出される
までの間に蓄光しておき、第一空間６１に露出したときに発光することができる。
【００８７】
　なお、光源９４は、面光源とされてもよい。例えば、各板部８１Ａ，８１Ｂ，８１Ｃの
内壁面および壁面６７Ａにそれぞれ面光源を配置してシャッターカーテン５０の表示部５
４を照射するようにしてもよい。これらの面光源は、収納部８０に収納されたシャッター
カーテン５０の表示部５４と互いに対向する発光面となる。
【００８８】
　本実施形態のシャッターカーテン５０は、複数のスラット５１を連接したスラット連接
体であったが、これには限定されない。シャッターカーテン５０は、例えば、可撓性を有
するシート状のものであっても、その他の公知のシャッターカーテンであってもよい。
【００８９】
　また、シャッターカーテン５０は、防火戸としての機能を有するものには限定されない
。すなわち、本実施形態は、防火戸に限らず、開口部６０を開放あるいは閉塞するシャッ
ターカーテンであって、通常は収納部に収納され、随時開口部を閉塞するものに広く適用
可能である。
【００９０】
〔第２実施形態の変形例〕
　第２実施形態の変形例について説明する。本変形例では、座板に表示部が設けられてお
り、この表示部に室内光を当てて蓄光させる点が上記第２実施形態と異なる。図７は、本
変形例に係る開閉体装置の開閉方向の要部断面を示す図、図８は、本変形例に係る開閉体
装置の閉塞動作を示す図である。
【００９１】
　図７に示すように、本変形例では、蓄光物質を含む表示部５５が座板５２に設けられて
いる。表示部５５は、座板５２における閉方向を向いた面、言い換えると座板５２の下面
、および座板５２における厚さ方向の両側面にそれぞれ設けられている。本変形例では、
座板５２とまぐさ８１Ｅ，８１Ｆとの厚さ方向の間隔が大きくされており、表示部５５に
室内光を蓄光することができる。
【００９２】
　座板５２とまぐさ８１Ｅ，８１Ｆとの間に大きな隙間が設けられていることで、第一空
間６１の室内照明による光Ｌ１および第二空間６２の室内照明による光Ｌ２がそれぞれ座
板５２の表示部５５に当たり、表示部５５の蓄光を促進することができる。つまり、シャ
ッターカーテン５０の全開状態において座板５２がまぐさ８１Ｅ，８１Ｆの間の開口部８
１Ｄに収納されているときに、表示部５５に蓄光させることができる。これにより、シャ
ッターカーテン５０が開口部６０を閉塞するときに、表示部５５を発光させてシャッター
カーテン５０の視認性を確保することができる。
【００９３】
　例えば、図８を参照して説明するように、シャッターカーテン５０が降下するときのシ
ャッターカーテン５０の視認性を向上させることができる。図８に示すように、非常時等
にシャッターカーテン５０が閉方向に降下するときに、表示部５５が発光することで座板
５２が避難者等から視認しやすくなる。よって、表示部５５によればシャッターカーテン
５０の有無や現在のシャッターカーテン５０の作動状況を視認しやすくできるという利点
がある。
【００９４】
　上記の各実施形態や変形例に開示された内容は、適宜組み合わせて実行することができ
る。
【符号の説明】
【００９５】
　１－１，１－２　開閉体装置
　４，６０　開口部
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　１０　開閉体
　１４，５４，５５　表示部
　２０，８０　収納部
　３１，９１　光発電装置
　３２，３４，３５，９２　照明装置
　４０　反射部材
　５０　シャッターカーテン（開閉体）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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